
Ⅱ．地方公会計制度による財務書類とは

１．地方公共団体の財務書類とは

（１）財務書類の体系 

地方公共団体の財務書類の体系は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収

支計算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書とする。なお、行政コスト計

算書及び純資産変動計算書については、別々の計算書としても、その二つを結合した計算書として

も差し支えない。 

（２）財務書類の作成単位

財務書類の作成単位は、一般会計等を基礎とし、さらに一般会計等に地方公営事業会計を加えた

全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類とする。なお、全体

財務書類と連結財務書類の具体的な取扱いについては、要領等において整理する。

（３）会計処理

財務書類は、公会計に固有の会計処理も含め、総勘定元帳等の会計帳簿から誘導的に作成する。

（４）作成基準日  

財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とする。ただし、出納整理期間中の現金の

受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。その場合、その旨及び出納整理期

間に係る根拠条文（地方自治法２３５条の５等）を注記する。  

（５）表示単位  

財務書類の表示金額単位は、百万円を原則とする。ただし、地方公共団体の財政規模に応じて千

円単位とすることもできる。また、同単位未満は四捨五入するものとし、四捨五入により合計金額

に齟齬が生じる場合、これを注記する。なお、単位未満の計数があるときは「０」を表示し、計数

がないときは「－」を表示する。  

（６）作成手順  

一般会計等は、一般会計及び特別会計（地方公営事業会計に該当する特別会計を除く）により構

成される。なお、一般会計等の対象範囲（対象とする会計名）を注記する。  



一般会計等の財務書類を作成する際の合算・相殺消去の方法としては、一般会計等の計数を総計

（した上で、それぞれの会計相互間の内部取引を相殺消去し、一般会計等としての純計を算出す

る。 

（７）財務書類の作成範囲  

本年度の財務書類における各会計の対象範囲は、上図のとおりとする。

また、相殺については以下のとおり実施する。

相殺対象 相殺対象外 

投資と資本の相殺消去 資産購入と売却の相殺消去 

貸付金・借入金の債権債務の相殺消去 委託料の支払と受取

補助金支出と補助金収入 利息の支払と受取

会計間の繰入れ・繰出し 

● 北播衛生事務組合       ● 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園
● 播磨内陸医務事業組合     ● 小野加東加西環境施設事務組合
● 兵庫県市町村職員退職手当組合 ● 北はりま消防組合
● 兵庫県後期高齢者医療広域連合 ● 小野加東広域事務組合     
● 兵庫県市町交通災害共済組合  ● 兵庫県町議会議員公務災害補償組合
● （株）夢街人とうじょう     ●  (公財)加東文化振興財団

● 国民健康保険特別会計     ● 下水道事業会計
● 後期高齢者医療特別会計    ● 水道事業会計
● 介護保険保険事業特別会計   ● 病院事業会計

● 一般会計             
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